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《参考資料１》 

  監事の過半数の同意書例 

 

《参考資料２》 

  「社会福祉法人の認可について」の別紙２「社会福祉法人定款例」第 29 

  条第 1 項第 3 号に係る留意事項について 

 

《参考資料３》 

  定款変更認可申請書 

 

《参考資料４》 

  変更登記申請書 社会福祉法人（役員変更（理事長の重任）） 

  変更登記申請書 社会福祉法人（役員変更（理事長の就任）） 

 

《参考資料５》 

  モデル経理規程の主な変更及び修正箇所 

   （平成 29 年 5 月 15 日版） 

 

《参考資料６》 

  社会福祉法人の財務諸表等電子開示システム  

   主な変更点について（2019 年 3 月） 
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《監事の選任について》 

  理事会が監事の選任に関する議案を評議員会に提出するには、監事の過半数の同 

 意を得なければならないこととされている。 

  なお、理事会が監事の過半数の同意を得たことを証する書類については、下記の

ような書類が考えられる。 

  ・各監事の同意書 

  ・監事の連名での同意書 

  ・監事の選任に関する議案を決定した理事会の議事録 

   （当該議案に同意した監事の氏名の記載及び当該監事の記名押印又は署名があ 

るものに限る。） 

 ※※ ○年○月○日 

 

社会福祉法人〇〇〇〇会 

理事長 〇〇〇〇    様 

 

社会福祉法人〇〇〇〇会 

監事 〇〇 〇〇 ㊞ 

監事 〇〇 〇〇 ㊞ 

 

監事選任議案に関する同意書 

 

  私達は、※※○年〇月〇日開催の第〇回定時評議員会に提出予定の監事選任議案 

 について、社会福祉法第４３条第３項において準用する一般社団法人及び一般財団法

人に関する法律第７２条第１項の規定に基づき協議した結果、〇〇〇〇氏、〇〇〇〇

氏を監事候補者とする議案の提出に同意いたします。 

 

 

 

 

参考資料１ 



 

 

「社会福祉法人の認可について」の別紙２「社会福祉法人定款例」 

第 29 条第１項第 3 号に係る留意事項について 
 

参考資料 2 



事 務 連 絡 

平成 31 年 3 月 29 日 

  都道府県 

各 指定都市 社会福祉法人担当課（室）御中  

  中 核 市 

 

                     厚生労働省社会・援護局福祉基盤課 

 

 

「社会福祉法人の認可について」の別紙２「社会福祉法人定款例」第 29 条第１項第３号に

係る運用上の留意事項ついて 

 

 

社会福祉法人に対する指導監督につきましては、平素より格段のご配慮を賜り、厚く御

礼申し上げます。 

規制改革実施計画（平成 29 年 6 月 9 日閣議決定）において、「社会福祉法人の基本財産

への担保設定に関し、施設入所者の保護、法人経営の安定性等にも配慮しつつ、民間金融

機関が単独で担保権者となるときの所轄庁の承認について、いかなる場合に承認を不要と

できるかも含めて検討し、結果を得る」とされたことから、今般、「社会福祉法人の認可に

ついて」（平成 12 年 12 月 1 日付障第 890 号、社援第 2618 号、老発第 794 号厚生省大臣官

房障害保健福祉部長、社会・援護局長、老人保健福祉局長、児童家庭局長連名通知）の別

紙２「社会福祉法人定款例」を改正し、民間金融機関から貸付を受ける場合について、一

定の要件を満たし、事前に意見書を届け出た場合には所轄庁の承認を不要としたところで

す。 

つきましては、当該事務の取扱いについての Q＆Aを別紙１のとおりまとめ、事前に届出

する関係行政庁の意見書の様式を別紙２のとおり定めましたので、お示しいたします。 

また、今回の改正で盛り込んだ承認を不要とする取扱いについては、法人の定款変更が

事前に必要となるため、所轄庁におかれましては、法人から定款変更の申請があった際に

は、本事務連絡の内容について法人に説明するとともに、事前の届出が必要である旨を十

分に周知いただくようお願いいたします。 

都道府県におかれましては、貴管内の市（指定都市、中核市を除き、特別区を含む）に

対して本事務連絡の周知についてご協力いただきますようお願い申し上げます。 

 

 

  

  



 

（別紙１）「社会福祉法人定款例」第 29 条第１項第３号に係る Q&A 

 

問１．社会福祉施設には、保育所などの第２種社会福祉事業に類するものも含むと考えて

よいか。 

答 お見込みのとおり。ここでいう「社会福祉施設」とは、社会福祉法第２条第２項及び

第３項に規定する事業を実施するために直接必要な施設を指す。 

 

問２．施設整備とは、具体的になにを指すのか。 

答 社会福祉事業を実施するために必要な施設の新築及び増設並びに改築を指す。また、

新築等に伴い必要となる土地の取得費用は含むものとする。設備整備のみを単独で行う

ものや運営費は含まない。 

 

問３．すでに貸付を受けている法人が民間金融機関に借換することも対象となるのか。 

答 借換を目的とするものは含まない。 

 

問４．担保とできる基本財産は、当該貸付を受けて整備する施設に限らずに、法人が所有

する他の施設（基本財産）も含むと考えてよいか。 

答 含まない。担保とできる基本財産は当該貸付を受けて整備する施設（土地も含む）に

限る。 

 

問５．確実な民間金融機関とは、何を指すのか。 

答 銀行法に基づく認可を受けた銀行、信用金庫法に基づく認可を受けた信用金庫、中小

企業等協同組合法に基づく認可を受けた信用協同組合、株式会社日本政策金融公庫、

株式会社商工組合中央金庫を想定している。 

 

問６．関係行政庁とは、なにを指すのか。 

答 貸付を受けて整備する施設の各種計画（介護保険事業計画等）との整合性や、事業実

施の確実性などをチェックするため、当該施設を所管する自治体の施設所管部局を想

定している。 

 

問７．「償還が滞った場合には、遅滞なく所轄庁に届け出る」とあるが、償還が滞ったと判

断する基準はあるか。また、法人はなにを届け出る必要があるか。 

答 償還の方法にもよるが、目安としては、毎月償還としている場合、償還期日を２ヶ月

超過したときとする。ただし、特別な事情により期日を超過したものであって、以後

の償還計画に支障を来さない場合は除く。 

   償還が滞った場合、法人は現在の償還計画及び償還状況、並びに今後の償還計画に

ついて分かる資料を届け出ることが必要となる。 



［ 事業の概要及び資金計画 ］　
借入申込法人名： 施設種類： 施設名称：

※社会福祉法第２条第２項及び第３項に規定するどの事業に該当するか分かるように記載すること。

借入先金融機関名： 担保物件：
※支店名まで記入すること。 ※担保物件には、担保に供する基本財産を具体的に記入すること。

（単位：千円）

［添付書類］

　　　　　事業計画書 　　　　償還計画書 　　　　　金銭消費貸借契約書(案) 　　　　担保物件の不動産登記事項証明書 理事会・評議員会の議事録

千円］（内訳は別添様式のとおり）

特記事項（ ）

特記事項（ ）

　　　　　　　　　　　　平成 年 月 日
　

㊞

千円］（内訳は別添様式のとおり）

特記事項（ ）

特記事項（ ）

　　　　　　　　　　　　平成 年 月 日
　

㊞

　　　 社会福祉法人所管部局長　殿

（別紙２）

民間金融機関からの借入に関する意見書

総事業費 民間金融機関借入金 補助金・交付金 共 同 募 金 贈  与  金

　　　　　当該事業は、各種計画等との整合性も考慮されている事業計画であると認められない。

その他借入金 自 己 資 金

　　　　　　　　　　（注）　資金計画は入札前の場合、設計見積を元に作成してください。入札等により資金計画に変更があった場合は確認の連絡をいたします。

［ 都道府県知事（指定都市又は中核市の長）の意見 ］（該当箇所にチェックを入れてください）

　　１　都道府県の各種計画等との整合性
　　　　　当該事業は、各種計画等との整合性も考慮されている事業計画であると認められる。

　 　　　 当該事業に対する補助はない。

　　２　当該事業に対する補助
　　　　　当該事業の必要性を考慮し、補助する予定である。　［補助予定額

　　１　市町村の各種計画等との整合性

　 　　　 補助する予定はない。

　　３　当該事業の必要性
　 　　　 当該事業を総合的に判断した結果、必要な事業として認めるものである。

　 　　　 当該事業を総合的に判断した結果、必要な事業として認められないものである。

　 　　　 その他、以下の特記事項のとおり。

都道府県知事又は指定都市若しくは中核市の長

　　　 社会福祉法人所管部局長　殿 （作成担当課：　　　　　　　　　　　　　　　　　　課・室（Tel　　　　　　－　　　　　　－　　　　　　））

［ 市区町村長の意見 ］（該当箇所にチェックを入れてください）

　　　　　当該事業の必要性を考慮し、補助する予定である。　［補助予定額

　　　　　当該事業は、各種計画等との整合性も考慮されている事業計画であると認められる。

　　　　　当該事業は、各種計画等との整合性も考慮されている事業計画であると認められない。

　　２　当該事業に対する補助

　 　　　 当該事業に対する補助はない。

　 　　　 補助する予定はない。

　　３　当該事業の必要性
　 　　　 当該事業を総合的に判断した結果、必要な事業として認めるものである。

　 　　　 当該事業を総合的に判断した結果、必要な事業として認められないものである。

　 　　　 その他、以下の特記事項のとおり。

市区町村の長

（作成担当課：　　　　　　　　　　　　　　　　　　課・室（Tel　　　　　　－　　　　　　－　　　　　　））

※記名・押印については、委任された方で差し支えありません。



様式第２              （表面） 

社 会 福 祉 法 人 定 款 変 更 認 可 申 請 書 

 申 

 請 

 者 

 主たる事務所 

 の 所 在 地 

 

 ふ り が な 

 名    称 

 

 理事長の氏名                                                     ㊞ 

  申 請 年 月 日  

 
 
 

 定 

 

 款 

 

 変 

 

 更 

 

 の 

 

 内 

 

 容 

 

 及 

 

 び 

 

 理 

 

 由 

内           容 
理由 

変更後の条文 変更前の条文 

 

 （基本財産の処分） 

第○○条 基本財産を処分し、又

は担保に供しようとするとき

は、理事会及び評議員会の承認

を得て、青森市長の承認を得な

ければならない。ただし、次の

各号に掲げる場合には、青森市

長の承認は必要としない。 

 (1) 独立行政法人福祉医療機構 

  に対して基本財産を担保に供 

  する場合 

 (2) 独立行政法人福祉医療機構 

  と協調融資（独立行政法人福 

  祉医療機構の福祉貸付が行う 

  施設整備のための資金に対す 

  る融資と併せて行う同一の財 

  産を担保とする当該施設整備 

のための資金に対する融資を 

いう。以下同じ。）に関する 

契約を結んだ民間金融機関に 

対して基本財産を担保に供す 

る場合（協調融資に係る担保 

に限る。） 

 (3) 社会福祉施設整備のための 

  資金に対する融資を行う確実 

  な民間金融機関に対して基本 

  財産を担保に供する場合で、 

  当該事業計画が適切であると 

  の関係行政庁による意見書を 

  所轄庁に届け出た場合。な 

 

 

 （基本財産の処分） 

第○○条 基本財産を処分し、又 

 は担保に供しようとするとき 

 は、理事会及び評議員会の承認 

 を得て、青森市長の承認を得な 

 ければならない。ただし、次の 

 各号に掲げる場合には、青森市 

 長の承認は必要としない。 

 (1) 独立行政法人福祉医療機構 

  に対して基本財産を担保に供 

  する場合 

 (2) 独立行政法人福祉医療機構 

  と協調融資（独立行政法人福祉 

  医療機構の福祉貸付が行う施 

  設整備のための資金に対する 

  融資と併せて行う同一の財産 

  を担保とする当該施設整備の 

ための資金に対する融資をい 

う。以下同じ。）に関する契約 

を結んだ民間金融機関に対し 

て基本財産を担保に供する場 

合（協調融資に係る担保に限 

る。） 

  

 

「社会福祉 

法人の認可に 

ついて（局長 

通知）」の一

部 改 正 に 伴

う。 

参考資料 3 



 

 

  （裏面） 

 
 
 

 定 

 

 款 

 

 変 

 

 更 

 

 の 

 

 内 

 

 容 

 

 及 

 

 び 

 

 理 

 

 由 

内           容 理由 
変更後の条文 変更前の条文 

  お、当該貸付に係る償還が 

  滞った場合には、遅滞なく所 

轄庁に届け出るものとする。 

 

 

   附 則 

  この定款は、令和  年   

 月  日から施行する。 

  

  

（注意） 

１ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４番とすること。 

２ 記載事項が多いため、この様式によることができないときは、適宜用紙（大き

さは、日本工業規格Ａ列４番とする。）の枚数を増加し、この様式に準じた申請

書を作成すること。また、変更前の条文と変更後の条文を対比表とすることが困

難な場合には、対比表の形式によらないことも差し支えないこと。 

３ この申請書は、社会福祉法施行規則第３条第１項各号に掲げる書類を添付する

とともに、当該定款変更の内容に応じ、同条第２項又は第３項に規定する書類を

添付すること。 

  ４ 記名押印に代えて署名することができる。 



様式第２              （表面） 

社 会 福 祉 法 人 定 款 変 更 認 可 申 請 書 

 申 

 請 

 者 

 主たる事務所 

 の 所 在 地 

 

 ふ り が な 

 名    称 

 

 理事長の氏名                                                     ㊞ 

  申 請 年 月 日  

 
 
 

 定 

 

 款 

 

 変 

 

 更 

 

 の 

 

 内 

 

 容 

 

 及 

 

 び 

 

 理 

 

 由 

内           容 
理由 

変更後の条文 変更前の条文 

 

 （評議員の定数） 

第５条 この法人に評議員７名 

 を置く。 

 

 （基本財産の処分） 

第○○条 基本財産を処分し、又

は担保に供しようとするとき

は、理事会及び評議員会の承認

を得て、青森市長の承認を得な

ければならない。ただし、次の

各号に掲げる場合には、青森市

長の承認は必要としない。 

 (1) 独立行政法人福祉医療機構 

  に対して基本財産を担保に供 

  する場合 

 (2) 独立行政法人福祉医療機構 

  と協調融資（独立行政法人福 

  祉医療機構の福祉貸付が行う 

  施設整備のための資金に対す 

  る融資と併せて行う同一の財 

  産を担保とする当該施設整備 

のための資金に対する融資を 

いう。以下同じ。）に関する 

契約を結んだ民間金融機関に 

対して基本財産を担保に供す 

る場合（協調融資に係る担保 

に限る。） 

 (3) 社会福祉施設整備のための 

  資金に対する融資を行う確実 

  な民間金融機関に対して基本 

、 

 

 （評議員の定数） 

第５条 この法人に評議員４名 

 を置く。 

 

 （基本財産の処分） 

第○○条 基本財産を処分し、又 

 は担保に供しようとするとき 

 は、理事会及び評議員会の承認 

 を得て、青森市長の承認を得な 

 ければならない。ただし、次の 

 各号に掲げる場合には、青森市 

 長の承認は必要としない。 

 (1) 独立行政法人福祉医療機構 

  に対して基本財産を担保に供 

  する場合 

 (2) 独立行政法人福祉医療機構 

  と協調融資（独立行政法人福祉 

  医療機構の福祉貸付が行う施 

  設整備のための資金に対する 

  融資と併せて行う同一の財産 

  を担保とする当該施設整備の 

ための資金に対する融資をい 

う。以下同じ。）に関する契約 

を結んだ民間金融機関に対し 

て基本財産を担保に供する場 

合（協調融資に係る担保に限 

る。） 

  

 

評議員の増員

に伴う。 

 

 

「社会福祉 

法人の認可に 

ついて（局長 

通知）」の一

部 改 正 に 伴

う。 

評議員４名の法人の例 



 

 

（裏面） 

 
 
 

 定 

 

 款 

 

 変 

 

 更 

 

 の 

 

 内 

 

 容 

 

 及 

 

 び 

 

 理 

 

 由 

内           容 理由 
変更後の条文 変更前の条文 

  財産を担保に供する場合で、 

  当該事業計画が適切である 

  との関係行政庁による意見 

  書を所轄庁に届け出た場合。 

  なお、当該貸付に係る償還が 

  滞った場合には、遅滞なく所 

轄庁に届け出るものとする。 

 

 

   附 則 

１ この定款は、令和○年○月 

 ○○日から施行する。 

２ 第５条で定める評議員の人 

 数は、令和２年３月３１日まで 

は４名（以上）とする。 

                    

 

 

  

（注意） 

１ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４番とすること。 

２ 記載事項が多いため、この様式によることができないときは、適宜用紙（大き

さは、日本工業規格Ａ列４番とする。）の枚数を増加し、この様式に準じた申請

書を作成すること。また、変更前の条文と変更後の条文を対比表とすることが困

難な場合には、対比表の形式によらないことも差し支えないこと。 

３ この申請書は、社会福祉法施行規則第３条第１項各号に掲げる書類を添付する

とともに、当該定款変更の内容に応じ、同条第２項又は第３項に規定する書類を

添付すること。 

  ４ 記名押印に代えて署名することができる。 



 

 

    変更登記申請書 社会福祉法人（役員変更（理事長の重任）） 

 変更登記申請書 社会福祉法人（役員変更（理事長の就任）） 

  

     ※青森地方法務局ホームページより  
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社会福祉法人（役員変更（理事長の重任））

受付番号票貼付欄

社会福祉法人変更登記申請書

１．会社法人等番号 0000－ 00－ 000000

フリガナ ○○カイ

１．名 称 社会福祉法人○○会

１．主たる事務所 ○県○市○町○丁目○番○号

１．登記の事由 理事長の変更

１．登記すべき事項 別紙のとおりの内容をオンラインにより提出済み

１．添付書類

定款 １通

（注）以下の場合に添付が必要となります。

・ 定款に評議員会又は理事会の定足数，決議要件に別段の定めがある場合

・ 定款で理事会の議事録に署名し，又は記名押印しなければならない者を当該理

事会に出席した理事長とする旨の定めがある場合

・ 定款の定めによる理事会の決議の省略により理事長を選定した場合

評議員会議事録 １通

理事会議事録 １通

印鑑証明書 ○通

（注）理事長を選定した理事会議事録の理事長の印鑑については，理事長が登記所に提出して

分かる場合に記載してください。

登記すべき事項をオンラインにより提出してください。詳しくは，法務局ホームペー

ジ「商業・法人登記の申請書様式」(http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/COMME

RCE̲11-1.html)中の関連リンク「登記・供託オンライン申請システムによる登記すべ

き事項の提出について」を御覧ください。

なお，登記すべき事項は，ＣＤ－Ｒ（又はＤＶＤ－Ｒ）に記録することもできます。

この方法によった場合には，「別添ＣＤ－Ｒのとおり」等と記載し，当該ＣＤ－Ｒ等を

申請書と共に提出してください。詳しくは，法務局ホームページ「商業・法人登記の申

請書様式」(http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/COMMERCE̲11-1.html)中の関

連リンク「登記すべき事項を記録した電磁的記録媒体（CD-R等）の提出について」を

御覧ください。

商号のフリガナは，会社の種類を表す部分（社会福祉法人）を除い

て，片仮名で，左に詰めて記載してください。間に空白がある場合に

は，空白を削除した文字をフリガナとして登録します。

このフリガナは，国税庁法人番号公表サイトを通じて公表されます。

なお，登記事項証明書には，フリガナは表示されません。
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いる印鑑を押す必要があります。登記所に提出している印鑑が押されていない場合には，

出席した理事及び監事全員の実印を押し，全ての印鑑について市町村長が作成した印鑑証

明書を添付することが必要になります。

就任承諾書 ２通
（注）理事長が理事及び理事長に就任を承諾したことを証する書面が必要となります。

なお，会議の席上で就任を承諾し，その旨の記載が議事録にある場合には，「就任承諾書

は，評議員会議事録及び理事会議事録の記載を援用する。」と記載してください。

委任状 １通

（注）代理人に申請を委任した場合にのみ，必要となります。

上 記 の と お り ， 登 記 の 申 請 を し ま す 。

平成○年○月○日

○県○市○町○丁目○番○号※１

申請人 社会福祉法人○○※２

○県○市○町○丁目○番○号※３

理事長 ○○ ○○ ㊞

○県○市○町○丁目○番○号※４

上記代理人 ○○ ○○ ㊞

連絡先の電話番号 ○○○－○○○－○○○○

○○法務局 ○○支 局 御中

出張所

契

印
登記申請書が複数ページになる場合は各ページのつづり目に契印する必要があ

ります。契印は，登記申請書に押した印鑑（理事長が法務局に提出した印鑑又は

代理人の印鑑）と同一の印鑑を使用する必要があります。

代理人が申請する場合に記

載します。この場合，理事

長の押印は，必要ありませ

ん。

法務局に提出した印鑑を

押します。

※１～※４にはそれぞれ，

※１→主たる事務所

※２→名称

※３→理事長の住所

※４→代理人の住所

を記載してください。
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登記すべき事項をオンラインにより提供する場合の別紙の例

（登記すべき事項を電磁的記録媒体に記録して提出する場合の入力例も同様です。）

「役員に関する事項」

「資格」理事長

「住所」○県○市○町○丁目○番○号

「氏名」○○ ○○

「原因年月日」平成○年○月○日重任

（注）１ 登記すべき事項をオンラインによりあらかじめ提出する場合には，登記すべき事項の提出

の際に作成した情報を利用して，申請書を簡単に作成することもできますし，手続の状況を

オンラインで確認することもできます。詳しくは，法務局ホームページ「商業・法人登記の

申請書様式」(http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/COMMERCE̲11-1.html)中の関連

リンク「登記・供託オンライン申請システムにより登記すべき事項の提出について」を御覧

ください。

２ 登記事項を記録したＣＤ－Ｒを提出する場合には，登記すべき事項は，「メモ帳」機能等

を利用してテキスト形式で記録し，ファイル名は「（任意の名称）.txt）」としてください。

詳しい電磁的記録媒体の作成方法は，法務局ホームページ「商業・法人登記の申請書様式」

(http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/COMMERCE̲11-1.html)中の関連リンク「登記

すべき事項を記録した電磁的記録媒体（CD-R等）の提出について」を御覧ください。

http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/COMMERCE_11-1.html
http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/COMMERCE_11-1.html
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評議員会議事録の例

（注） 一例です。法人の実情に合わせて作成してください。

定 時 評 議 員 会 議 事 録

１．招 集 年 月 日 平成○年○月○日

１．開 催 場 所 当法人事務所（○県○市○町○丁目○番○号）

１．開 催 日 時 平成○年○月○日午前○時

１．評 議 員 数 ○名

１．出 席 評 議 員 ○○○○，○○○○，○○○○，○○○○，

○○○○，○○○○，○○○○，○○○○

１．出席理事及び監事 理事○○○○，同○○○○，同○○○○，同○○○○，

同○○○○，同○○○○，監事○○○○，同○○○○

１．議長選任の経過

定刻に至り司会者○○ ○○が開会を宣言し，本日の評議員会は定数を満た

したので有効に成立した旨を告げ，議長の選任方法を諮ったところ，満場一致

をもって○○ ○○が議長に選任された。続いて議長から挨拶の後，議案の審

議に入った。

１．議事の経過の要領及び議案別議決の結果

第１号議案 平成○○年度事業報告及び計算書類の承認に関する件

議長は，当期（平成○○年○○月○○日から同年○○月○○日まで）における

事業状況を事業報告及び附属書類により詳細に説明報告し，下記の書類を提出し

て，その承認を求めたところ，満場異議なくこれを承認可決した。

１ 貸借対照表

２ 収支計算書

３ 貸借対照表及び収支計算書の附属書類

第２号議案 役員任期満了による改選の件

議長は，理事○○ ○○，○○ ○○，○○ ○○，○○ ○○，○○ ○○，

○○ ○○，監事○○○○，○○○○が平成○年○月○日をもって任期満了とな

るため，その改選方を議場に諮ったところ満場一致をもって，次の者が理事及び

監事に選任され，被選任者は，いずれもその就任を承諾した。

理 事 ○県○市○町○丁目○番○号 ○○ ○○（重任）

理 事 ○県○市○町○丁目○番○号 ○○ ○○（重任）

理 事 ○県○市○町○丁目○番○号 ○○ ○○（重任）

理 事 ○県○市○町○丁目○番○号 ○○ ○○（重任）

理 事 ○県○市○町○丁目○番○号 ○○ ○○（重任）

Ver 2.2
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理 事 ○県○市○町○丁目○番○号 ○○ ○○（重任）

監 事 ○県○市○町○丁目○番○号 ○○ ○○（重任）

監 事 ○県○市○町○丁目○番○号 ○○ ○○（重任）

第３号議案 議事録署名人の選任に関する事項

議長から，議事録署名人を指名したい旨を述べたところ，満場異議なく賛成

があったので，議長は，次の者を議事録署名人に指名した。

議事録署名人 ○○ ○○

同 ○○ ○○

以上をもって評議員会の議案全部の審議を終了したので，議長は閉会を宣言し，

午前○時○分散会した。

上記の議決を明確にするため，議長及び議事録署名人において次に記名押印す

る。

平成○年○月○日

社会福祉法人○○

評議員会において

議長 ○○ ○○ ㊞

議事録署名人 ○○ ○○ ㊞

同 ○○ ○○ ㊞

議事録の作成に係る職務を行った者

○○ ○○

契

印

（注）評議員会の席上で理事長たる理事が就任を承諾し，その旨の記載が議事録にある場合に

は，申請書に，別途，就任承諾書を添付する必要はありません。この場合，申請書には，「就

任承諾書は，評議員議事録の記載を援用する。」等と記載してください。

議事録が複数ページになる場合は各ページの

つづり目に契印する必要があります。

Ver 2.2
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理事会議事録の例

（注） 一例です。法人の実情に合わせて作成してください。

理 事 会 議 事 録

１．招 集 年 月 日 平成○年○月○日

１．開 催 場 所 ○県○市○町○丁目○番○号

１．開 催 日 時 平成○年○月○日午後○時

１．理 事 総 数 ６名

１．出席した理事の氏名 ○○ ○○，○○ ○○，○○ ○○，

○○ ○○，○○ ○○，○○ ○○（全員出席）

１．議事の経過の要領及び議案別議決の結果

議長として理事○○ ○○が推され，直ちに審議に入った。

議案 理事長の任期満了に伴う改選に関する件

議長は，今般，理事長○○ ○○が平成○年○月○日をもって理事の任期を満

了することにより理事長の資格を喪失し，退任することになるので，当法人の理

事長を選定したい旨を述べ，議場に諮ったところ，全員一致をもって下記の者が

選定された。

なお，被選定者は，その就任を承諾した。

理事長 住所 ○県○市○町○丁目○番○号

氏名 ○○ ○○

議長は，以上をもって本日の議事を終了した旨を述べ，午前○時○分閉会した。

上記の議決を明確にするため，この議事録を作成し，議長，出席理事及び監事

の全員がこれに記名押印する。

平成○年○月○日

社会福祉法人○○理事会

議長理事 ○○ ○○ ㊞

理 事 ○○ ○○ ㊞

同 ○○ ○○ ㊞

同 ○○ ○○ ㊞

同 ○○ ○○ ㊞

同 ○○ ○○ ㊞

監 事 ○○ ○○ ㊞

同 ○○ ○○ ㊞

（注）１ 理事長の印鑑については，理事長が登記所に提出している印鑑を押す必要があります。

登記所に提出している印鑑が押されていない場合には，出席した理事及び監事全員の実印
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を押し，全ての印鑑について市町村長が作成した印鑑証明書を添付することが必要になり

ます。

２ 理事会の席上で理事長が就任を承諾し，その旨の記載が議事録にある場合には，申請

書に，別途，就任承諾書を添付する必要はありません。この場合，申請書には，「就任

承諾書は，理事会議事録の記載を援用する。」等と記載してください。
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理事長が理事の就任を承諾したことを証する書面の例

就 任 承 諾 書

私は，平成○○年○○月○○日，貴法人の理事に選任されたので，その就任

を承諾します。

平成○○年○○月○○日

○県○市○町○丁目○番○号

○○ ○○ ㊞

社会福祉法人○○ 御中

理事長の就任を承諾したことを証する書面の例

就 任 承 諾 書

私は，平成○○年○○月○○日，貴法人の理事長に選定されたので，その就

任を承諾します。

平成○○年○○月○○日

○県○市○町○丁目○番○号

○○ ○○ ㊞

社会福祉法人○○ 御中
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委任状の例

委 任 状

○県○市○町○丁目○番○号

○○ ○○

私は，上記の者を代理人に定め，次の権限を委任する。

１ 当法人の理事長の変更の登記を申請する一切の件

１ 原本還付の請求及び受領の件（注１）

平成○年○月○日

○県○市○町○丁目○番○号（注２）

社会福祉法人○○

理事長 ○○ ○○ ㊞（注３）

（注）１ 原本還付の請求をする場合に記載します。

２ 主たる事務所を記載します。

３ 当該理事長が法務局に提出している印鑑を押します。
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社会福祉法人（役員変更（理事長の退任，就任））

受付番号票貼付欄

社会福祉法人変更登記申請書

１．会社法人等番号 0000－ 00－ 000000

フリガナ ○○カイ

１．名 称 社会福祉法人○○会

１．主たる事務所 ○県○市○町○丁目○番○号

１．登記の事由 理事長の変更

１．登記すべき事項 別紙のとおりの内容をオンラインにより提出済み

１．添付書類

定款 １通

（注）以下の場合に添付が必要となります。

・ 定款に評議員会又は理事会の定足数，決議要件に別段の定めがある場合

・ 定款で理事会の議事録に署名し，又は記名押印しなければならない者を当該理

事会に出席した理事長とする旨の定めがある場合

・ 定款の定めによる理事会の決議の省略により理事長を選定した場合

評議員会議事録 １通

理事会議事録 １通

印鑑証明書 ○通

（注） 理事長を選定した理事会議事録については，出席した理事及び監事全員の実印を押し，

分かる場合に記載してください。

登記すべき事項をオンラインにより提出してください。詳しくは，法務局ホームペー

ジ「商業・法人登記の申請書様式」(http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/COMME

RCE̲11-1.html)中の関連リンク「登記・供託オンライン申請システムによる登記すべ

き事項の提出について」を御覧ください。

なお，登記すべき事項は，ＣＤ－Ｒ（又はＤＶＤ－Ｒ）に記録することもできます。

この方法によった場合には，「別添ＣＤ－Ｒのとおり」等と記載し，当該ＣＤ－Ｒ等を

申請書と共に提出してください。詳しくは，法務局ホームページ「商業・法人登記の申

請書様式」(http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/COMMERCE̲11-1.html)中の関

連リンク「登記すべき事項を記録した電磁的記録媒体（CD-R等）の提出について」を

御覧ください。

商号のフリガナは，会社の種類を表す部分（社会福祉法人）を除い

て，片仮名で，左に詰めて記載してください。間に空白がある場合に

は，空白を削除した文字をフリガナとして登録します。

このフリガナは，国税庁法人番号公表サイトを通じて公表されます。

なお，登記事項証明書には，フリガナは表示されません。

Ver 2.2

http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/COMMERCE_11-1.html
http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/COMMERCE_11-1.html
http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/COMMERCE_11-1.html


- 2 -

Ver 2.2

当該印鑑について市町村長作成の印鑑証明書を添付します。ただし，当該議事録に変更前

の理事長が法務局に提出した印鑑と同一のものが押されている場合には，これらの印鑑証

明書は不要となります。

就任承諾書 ２通
（注）理事長が理事及び理事長に就任を承諾したことを証する書面が必要となります。

なお，会議の席上で就任を承諾しその旨の記載が議事録にある場合には，「就任承諾書は，

評議員会議事録及び理事会議事録の記載を援用する。」と記載してください。

（辞任の場合）辞任届 ○通
（注）法務局に印鑑の提出をしている理事長の辞任による変更の登記の申請書には，辞任

届に押した印鑑につき市町村長の作成した印鑑証明書を添付しなければなりません。

ただし，当該理事長が法務局に提出している印鑑を辞任届に押しているときは，市町

村長の作成した印鑑証明書を添付する必要はありません。

（死亡の場合）死亡届又は法定相続情報一覧図の写し ○通

（注）法定相続情報一覧図の写しについては，法務局ホームページ「『法定相続情報証明制度』

が始まります！」(http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7̲000013.html)を御

覧ください。

委任状 １通

（注）代理人に申請を委任した場合にのみ，必要となります。

上 記 の と お り ， 登 記 の 申 請 を し ま す 。

平成○年○月○日

○県○市○町○丁目○番○号※１

申請人 社会福祉法人○○会※２

○県○市○町○丁目○番○号※３

理事長 ○○ ○○ ㊞

（注）理事長の印鑑については，「印鑑届書」によって新たに登記所に提

出する印鑑を押印してください。なお，印鑑届書には，市町村長の

作成した３か月以内の印鑑証明書を添付することが必要です。

○県○市○町○丁目○番○号※４

上記代理人 ○○ ○○ ㊞

連絡先の電話番号 ○○○－○○○－○○○○

○○法務局 ○○支 局 御中

出張所

契

印
登記申請書が複数ページになる場合は各ページのつづり目に契印する必要があ

ります。契印は，登記申請書に押した印鑑（理事長が法務局に提出した印鑑又は

代理人の印鑑）と同一の印鑑を使用する必要があります。

代理人が申請する場合に記

載します。この場合，理事

長の押印は，必要ありませ

ん。

※１～※４にはそれぞれ，

※１→主たる事務所

※２→名称

※３→理事長の住所

※４→代理人の住所

を記載してください。

http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000013.html
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登記すべき事項をオンラインにより提供する場合の別紙の例

（登記すべき事項を電磁的記録媒体に記録して提出する場合の入力例も同様です。）

「役員に関する事項」

「資格」理事長

「住所」○県○市○町○丁目○番○号

「氏名」○○ ○○

「原因年月日」平成○年○月○日辞任

「役員に関する事項」

「資格」理事長

「住所」○県○市○町○丁目○番○号

「氏名」○○ ○○

「原因年月日」平成○年○月○日就任

（注）１ 登記すべき事項をオンラインによりあらかじめ提出する場合には，登記すべき事項の提出

の際に作成した情報を利用して，申請書を簡単に作成することもできますし，手続の状況を

オンラインで確認することもできます。詳しくは，法務局ホームページ「商業・法人登記の

申請書様式」(http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/COMMERCE̲11-1.html)中の関連

リンク「登記・供託オンライン申請システムにより登記すべき事項の提出について」を御覧

ください。

２ 登記事項を記録したＣＤ－Ｒを提出する場合には，登記すべき事項は，「メモ帳」機能等

を利用してテキスト形式で記録し，ファイル名は「（任意の名称）.txt）」としてください。

詳しい電磁的記録媒体の作成方法は，法務局ホームページ「商業・法人登記の申請書様式」

(http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/COMMERCE̲11-1.html)中の関連リンク「登記

すべき事項を記録した電磁的記録媒体（CD-R等）の提出について」を御覧ください。

http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/COMMERCE_11-1.html
http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/COMMERCE_11-1.html
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評議員会議事録（新たに理事長となる者が，従前，理事に選任されたときの評議員会議

事録）の例

（注） 一例です。法人の実情に合わせて作成してください。

定 時 評 議 員 会 議 事 録

１．招 集 年 月 日 平成○年○月○日

１．開 催 場 所 当法人事務所（○県○市○町○丁目○番○号）

１．開 催 日 時 平成○年○月○日午前○時

１．評 議 員 数 ○名

１．出 席 評 議 員 ○○○○，○○○○，○○○○，○○○○，

○○○○，○○○○，○○○○，○○○○

１．出席理事及び監事 理事○○○○，同○○○○，同○○○○，同○○○○，

同○○○○，同○○○○，監事○○○○，同○○○○

１．議長選任の経過

定刻に至り司会者○○ ○○が開会を宣言し，本日の評議員会は定数を満た

したので有効に成立した旨を告げ，議長の選任方法を諮ったところ，満場一致

をもって○○ ○○が議長に選任された。続いて議長から挨拶の後，議案の審

議に入った。

１．議事の経過の要領及び議案別議決の結果

第１号議案 平成○○年度事業報告及び計算書類の承認に関する件

議長は，当期（平成○○年○○月○○日から同年○○月○○日まで）における

事業状況を事業報告及び附属書類により詳細に説明報告し，下記の書類を提出し

て，その承認を求めたところ，満場異議なくこれを承認可決した。

１ 貸借対照表

２ 収支計算書

３ 貸借対照表及び収支計算書の附属書類

第２号議案 役員任期満了による改選の件

議長は，理事○○ ○○，○○ ○○，○○ ○○，○○ ○○，○○ ○○，

○○ ○○，監事○○ ○○，○○ ○○が平成○年○月○日をもって任期満了

となるため，その改選方を議場に諮ったところ満場一致をもって，次の者が理事

及び幹事に選任され，被選任者は，いずれもその就任を承諾した。

理 事 ○県○市○町○丁目○番○号 ○○ ○○（重任）

理 事 ○県○市○町○丁目○番○号 ○○ ○○（重任）

理 事 ○県○市○町○丁目○番○号 ○○ ○○（重任）

理 事 ○県○市○町○丁目○番○号 ○○ ○○（重任）

理 事 ○県○市○町○丁目○番○号 ○○ ○○（重任）
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理 事 ○県○市○町○丁目○番○号 ○○ ○○（重任）

監 事 ○県○市○町○丁目○番○号 ○○ ○○（重任）

監 事 ○県○市○町○丁目○番○号 ○○ ○○（重任）

第３号議案 議事録署名人の選任に関する事項

議長から，議事録署名人を指名したい旨を述べたところ，満場異議なく賛成

があったので，議長は，次の者を議事録署名人に指名した。

議事録署名人 ○○ ○○

同 ○○ ○○

以上をもって評議員会の議案全部の審議を終了したので，議長は閉会を宣言し，

午前○時○分散会した。

上記の議決を明確にするため，議長及び議事録署名人において次に記名押印す

る。

平成○年○月○日

社会福祉法人○○会

評議員会において

議長 ○○ ○○ ㊞

議事録署名人 ○○ ○○ ㊞

同 ○○ ○○ ㊞

議事録の作成に係る職務を行った者

○○ ○○

契

印

（注）評議員会の席上で理事長たる理事が就任を承諾し，その旨の記載が議事録にある場合

には，申請書に，別途，就任承諾書を添付する必要はありません。この場合，申請書には，

「就任承諾書は，評議員会議事録の記載を援用する。」等と記載してください。

議事録が複数ページになる場合は各ページの

つづり目に契印する必要があります。

Ver 2.2
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理事会議事録の例

（注） 一例です。法人の実情に合わせて作成してください。

理 事 会 議 事 録

１．招 集 年 月 日 平成○年○月○日

１．開 催 場 所 ○県○市○町○丁目○番○号

１．開 催 日 時 平成○年○月○日午後○時

１．理 事 総 数 ○名

１．出席した理事の氏名 ○○ ○○，○○ ○○，○○ ○○，

○○ ○○，○○ ○○，○○ ○○

１．議事の経過の要領及び議案別議決の結果

議長として理事○○ ○○が推され，直ちに審議に入った。

議案 理事長の辞任に伴う改選に関する件

議長は，理事長○○ ○○が平成○年○月○日をもって理事及び理事長を辞任

した旨，新たに当法人の理事長を選定する必要がある旨を述べ，議場に諮ったと

ころ，全員一致をもって下記の者が選定された。

なお，被選定者は，その就任を承諾した。

理事長 住所 ○県○市○町○丁目○番○号

氏名 ○○ ○○

議長は，以上をもって本日の議事を終了した旨を述べ，午後○時○分閉会した。

上記の議決を明確にするため，この議事録を作成し，議長，出席理事及び監事

の全員がこれに記名押印する。

平成○年○月○日

社会福祉法人○○理事会

議長理事 ○○ ○○ ㊞

理 事 ○○ ○○ ㊞

同 ○○ ○○ ㊞

同 ○○ ○○ ㊞

同 ○○ ○○ ㊞

同 ○○ ○○ ㊞

監 事 ○○ ○○ ㊞

同 ○○ ○○ ㊞

（注）１ 出席した理事及び監事全員の実印を押し，当該印鑑について市町村長作成の印鑑証明書

を添付します。ただし，当該議事録に変更前の理事長が法務局に提出した印鑑と同一のも

のが押されている場合には，これらの印鑑証明書は不要となります。

２ 理事会の席上で理事長が就任を承諾し，その旨の記載が議事録にある場合には，就任

承諾書に代わるものとして取り扱うことができ，申請書に，別途，就任承諾書を添付

する必要はありません。
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理事長が理事の就任を承諾したことを証する書面の例

就 任 承 諾 書

私は，平成○○年○○月○○日，貴法人の理事に選任されたので，その就任

を承諾します。

平成○○年○○月○○日

○県○市○町○丁目○番○号

○○ ○○ ㊞

社会福祉法人○○会 御中

（注） 印鑑は認印でも差し支えありません。

理事長の就任を承諾したことを証する書面の例

就 任 承 諾 書

私は，平成○○年○○月○○日，貴法人の理事長に選定されたので，その就

任を承諾します。

平成○○年○○月○○日

○県○市○町○丁目○番○号

○○ ○○ ㊞

社会福祉法人○○会 御中

（注） 印鑑は認印でも差し支えありません。
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辞任届の例

辞 任 届

私は，このたび一身上の都合により，貴法人の理事及び理事長を辞任いたしたく，

お届けいたします。

平成○年○月○日

○県○市○町○丁目○番○号

○○ ○○ ㊞

社会福祉法人○○会 御中

（注） 法務局に印鑑の提出をしている理事長の辞任届には，理事長の実印を押し，市町村長

の作成した印鑑証明書を添付しなければなりません。

ただし，当該理事長が法務局に提出している印鑑を辞任届に押したときは，市町村長

の作成した印鑑証明書を添付する必要はありません。

死亡届の例

死亡届

貴法人の理事及び理事長○○○○は，平成○年○月○日死亡いたしましたので，

お届けいたします。

平成○年○月○日

○県○市○町○丁目○番○号

長男 ○○ ○○ ㊞（注）
社会福祉法人○○会 御中

（注）認印で差し支えありません。
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委任状の例

委 任 状

○県○市○町○丁目○番○号

○○ ○○

私は，上記の者を代理人に定め，次の権限を委任する。

１ 当法人の理事長の変更の登記を申請する一切の件

１ 原本還付の請求及び受領の件（注１）

平成○年○月○日

○県○市○町○丁目○番○号（注２）

社会福祉法人○○会

理事長 ○○ ○○ ㊞（注３）

（注）１ 原本還付の請求をする場合に記載します。

２ 主たる事務所を記載します。

３ 当該理事長が法務局に提出する印鑑を押します。
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る
。

な
お

、
特
定

の
事
業

に
お
い

て
、
法

令
、
通

知
に

特
段

の
定

め
が

あ
る

場
合

に
は

そ
れ

に
従

う
も

の

と
す

る
。
 

(
1
)
 第

４
条
第
２
項
に
規
定
す
る

計
算

関
係
書

類
 
１

０
年
 

(
2
)
 第

４
条
第
２
項
に
規
定
す
る

財
産

目
録
 

５
年
 

(
3
)
 第

１
３
条
第
１
項
(
1
)
、
(
2
)
及
び
(
3
)
に
規
定
す
る
主
要

簿
、
補
助
簿
及
び
そ
の
他
の
帳
簿
 
１
０
年
 

(
4
)
 証

憑
書
類
 
１
０
年
 

２
 
前
項
の
保

存
期
間
は
、

会
計

帳
簿

の
閉
鎖
の

時
か

ら
起

算
す
る
も
の
と
す
る
。
 

３
 
第
１
項

(
3
)
及

び
(
4
)の

書
類
を
処
分
す
る
場

合
に
は
、

事
前
に
会
計
責
任
者
の
承
認
を
得
る
こ
と
と
す
る
。
 

 
 



2
 

 

新
旧
対

照
表
頁

 
 

平
成

2
8
年
版
社

協
モ
デ
ル
経
理
規
程

 
平
成

2
9
年
版
社

協
モ
デ
ル
経
理
規
程

 
平
成

2
9
年
版
社

協
モ
デ
ル
経
理
規
程

 

（
会
計
監
査
人
設
置
社
協
用
）

 
理
由
等

 

1
7

 

旧
 

第
６

０
条

 
財

務
諸

表
及

び
附

属
明

細

書
の
作
成
に
関
し
て
、・

・
・
内
部
取
引

は
、
相
殺
表
示
す
る
も
の
と
す
る
。

 

第
６

２
条

 
計

算
書

類
及

び
附

属
明

細
書

の
作

成
に

関
し

て
、
・
・
・
内
部
取
引
は
、

相
殺
表

示
す
る
も
の
と
す
る
。
 

  

同
左

 

モ
デ

ル
経

理
規

程
第

４
条

の
改

訂
に
と
も
な
う
表
記
の
統
一
 

会
計
用
語
の
訂
正
 

＊
旧

モ
デ

ル
経

理
規

程
か

ら
の

変

更
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
 

新
 

第
６

２
条

 
計

算
書

類
及

び
附

属
明

細

書
の
作
成
に
関
し
て
、・

・
・
内
部
取
引

は
、
相
殺
表
示
す
る
も
の
と
す
る
。
 

第
６
２
条
 

計
算

関
係
書

類
の
作
成
に
関
し
て
、・

・
・
内
部

取
引
は
、

相
殺
消

去
す
る
も
の
と
す
る
。
 

2
1

 

旧
 

 
第
７
３
条

 
契
約
は
、
会
長
又
は
そ
の
委
任
を
受
け
た
者
（
以

下
「
契
約
担
当
者
」
と
い
う
。
）
で
な
け
れ
ば
こ
れ
を
す
る

こ
と
が
で
き
な
い
。

 

同
左

 

 
「
社
会
福
祉
法
人
に
お
け
る
入
札

契
約

等
の

取
扱

い
に

つ
い

て
」
（

平

成
２
９
年
３
月
２
９
日
付
通
知
）
の

「
入
札
契
約
関
係
に
つ
い
て
」
の
内

容
に
基
づ
き
追
加
 

新
 

第
７
３
条

 
契
約
は
、
会
長
又
は
そ
の
委
任
を
受
け
た
者
（
以

下
「
契
約
担
当
者
」
と
い
う
。
）
で
な
け
れ
ば
こ
れ
を
す
る

こ
と
が
で
き
な
い
。

 

２
 

会
長

が
契
約

担
当
者

に
委
任

す
る
場

合
に
は

、
委

任
の

範
囲

を
明

確
に
定

め
な
け

れ
ば
な

ら
な
い

。
 

 
 



3
 

 

新
旧
対

照
表
頁

 
 

平
成

2
8
年
版
社

協
モ
デ
ル
経
理
規
程

 
平
成

2
9
年
版
社

協
モ
デ
ル
経
理
規
程

 
平
成

2
9
年
版
社

協
モ
デ
ル
経
理
規
程

 

（
会
計
監
査
人
設
置
社
協
用
）

 
理
由
等

 

2
2

 

旧
 

 
第
７
６
条
 

(
1
)
 売

買
、

賃
貸

借
、
請
負

そ
の

他
の
契
約

で
そ

の
予
定
価

格
が

下
表

に
掲

げ
ら

れ
た

契
約

の
種

類
に

応
じ

定
め

ら
れ

た
額

を
超
え

な
い
場
合

 

第
７
６
条
 

(
1
)
 売

買
、
賃
貸
借
、
請
負
そ
の
他
の
契
約
で
そ
の
予

定
価
格
が

下
表
に

掲
げ
ら

れ
た
契

約
の
種

類
に
応

じ
定

め
ら

れ
た
額

を
超
え

な
い
場
合
 

 
「
社
会
福
祉
法
人
に
お
け
る
入
札

契
約

等
の

取
扱

い
に

つ
い

て
」
（

平

成
２
９
年
３
月
２
９
日
付
通
知
）
の

「
入
札
契
約
関
係
に
つ
い
て
」
の
内

容
に
基
づ
き
変
更
・
追
加
 

新
 

第
７
６
条
 

（
1
）
売
買
、
賃
貸
借
、
請
負
そ
の
他
の
契
約
で
そ
の
予
定
価

格
が

１
,
０
０

０
万

円
を
超

え
な
い
場
合

 

      ４
 

第
１

項
(
1
)
の

理
由

に
よ

る
随

意
契

約
は

、
３

社
以

上

の
業

者
か

ら
見

積
も

り
を

徴
し

比
較

す
る

な
ど

適
正

な

価
格

を
客

観
的

に
判

断
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
た

だ

し
、
予

定
価

格
が

下
表
に

掲
げ
ら

れ
た
契

約
の
種

類
に
応

じ
定

め
ら

れ
た
額

を
超
え

な
い
場

合
に
は

、
２
社

の
業
者

か
ら

の
見

積
も
り

を
徴
し

比
較
す

る
も
の

と
す
る

。
 

第
７
６
条
 

（
1
）

売
買

、
賃

貸
借

、
請

負
そ
の

他
の

契
約

で
そ

の
予

定
価

格
が

下
表

に
掲

げ
ら

れ
た

契
約

の
種

類
に

応

じ
定

め
ら

れ
た
額

を
超
え

な
い
場

合
 
 
 

契
約

の
種

類
 

金
額
 

１
 

建
築

工
事
 

２
０

億
円
 

２
 

建
築

技
術
・

サ
ー
ビ

ス
 

２
億

円
 

３
 

物
品

等
 

３
，

０
０

０
万
円
 

 ４
 

第
１
項

(
1
)
の

理
由

に
よ

る
随

意
契

約
は

、
３

社
以

上
の

業
者

か
ら

見
積

も
り

を
徴

し
比

較
す

る
な

ど
適

正
な

価
格

を
客
観

的
に
判

断
し
な

け
れ
ば

な
ら
な

い
。

た
だ

し
、
予
定

価
格

が
下
表

に
掲
げ

ら
れ
た

契
約
の

種

類
に

応
じ

定
め
ら

れ
た
額

を
超
え

な
い
場

合
に
は

、
２

社
の

業
者

か
ら

の
見

積
も

り
を

徴
し

比
較

す
る

も
の

と
す

る
。
 

2
2

 

旧
 

 
第
７
７
条
 
 

２
 
前

項
の
規

定
に
よ

り
契
約

書
を
作

成
す
る

場
合
に

お
い

て
は
、

契
約

担
当

者
は
、
契
約

の
相
手
方
と

と
も
に
契
約

書
に
記
名
押
印
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

同
左

 

 
社
会
福
祉
法
の
改
正
に
よ
り
、
理

事
長
（
会
長
）
以
外
に
「
代
表
権
」

の
行

使
が

認
め

ら
れ

な
い

こ
と

と

な
り
、
契
約
者
に
つ
い
て
は
「
会
長
」

で
あ
る
こ
と
を
明
確
に
し
た
 

新
 

第
７
７
条
 

２
 
前

項
の
規

定
に
よ

り
契
約

書
を
作

成
す
る

場
合
に

お
い

て
は
、

会
長
は

、
契
約
の

相
手

方
と
と
も

に
契

約
書
に
記
名

押
印
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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